
助太刀カード特約 一部改定のお知らせ 

2020年 11月 2日をもって「助太刀カード特約」を改定いたしますのでご案内いたします｡主な改定箇所は以下のとおりです｡ 

 

■助太刀カード特約 新旧対照表 

改定前 改定後 

第１条 （本特約） 

1.本特約は、株式会社クレディセゾン（以下「当社」と

いいます。）が株式会社助太刀（以下「助太刀」といい

ます。）と提携して、当社が発行する助太刀カード（以

下「本カード」といいます。）の申込み及び利用に対し

て適用されます。本カードの利用者は、「セゾンプリペ

イドカード規約（資金移動型）」（以下「原規約」といい

ます。）に加えて本特約の内容及び適用について承

認のうえ、本カードの申込み及び利用をするものとし

ます。契約は、当社が承諾をした日に成立するものと

します。 

 

 

 

2.略 

3.略 

第１条 （本特約） 

1.本特約は、株式会社クレディセゾン（以下「当社」と

いいます。）が株式会社助太刀ファイナンシャルサー

ビス（以下「助太刀 FS」といいます。）と提携して、当

社が発行する助太刀カード（以下「本カード」といいま

す。）の申込み及び利用に対して適用されます。本カ

ードの利用者は、「セゾンプリペイドカード規約（資金

移動型）」（以下「原規約」といいます。）及び助太刀 F 

S が規定する「助太刀あんしん払いサービス（受注

者）利用規約」、「助太刀あんしん払いサービス（発注

者）利用規約」に加えて本特約の内容及び適用につ

いて承認のうえ、本カードの申込み及び利用をするも

のとします。契約は、当社が承諾をした日に成立する

ものとします。 

2.略 

3.略 

第 2条 （助太刀アプリ） 

登録情報照会、カード残高照会、利用履歴照会、第

3 条に定める利用者間送金その他本カードに係るサ

ービスは、助太刀アプリ（以下「助太刀アプリ」といい

ます。）内で手続きを行うことにより利用することができ

ます。助太刀アプリは助太刀が提供するサービスで、

別途助太刀が規定する「利用規約」、「即日受取サー

ビス（受注者）利用規約」が適用されます。 

第 2条 （助太刀アプリ） 

登録情報照会、カード残高照会、利用履歴照会、第

3 条に定める利用者間送金その他本カードに係るサ

ービスは、助太刀アプリ（以下「助太刀アプリ」といい

ます。）内で手続きを行うことにより利用することができ

ます。助太刀アプリは株式会社助太刀（以下単に「助

太刀」といいます。）が提供するサービスで、別途助太

刀が規定する「助太刀利用規約」が適用されます。 

 

以上 


